
資料７
・『静岡県⾃転⾞道等設計仕様書（以下、静岡県⾃転⾞仕様書）』は、『安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドライン（以下、⾃転⾞ガイドライン）』が策定される
前に、道路管理者が⾃転⾞⾛⾏空間を設計する際に、特にわかりにくい箇所や静岡県内で統⼀を図りたい箇所についての考え⽅を整理し、統⼀的な⾃転⾞通⾏空間
の整備を図ることを目的として、2011年2⽉に策定された。

・⼀⽅、⾃転⾞ガイドラインは2012年11⽉に策定、これまでに2回改定され、2回目の改定では、これまで静岡県⾃転⾞仕様書が担ってきた具体的な整備事例等が記載さ
れた。また、近年、各地で⾃転⾞通⾏空間の整備が進み、NCRなどインバウンド対応も鑑み全国統⼀ルールで整備することが望ましい。
○ これからの静岡県内の⾃転⾞通⾏空間の整備は「⾃転⾞ガイドライン」に基づき整備を実施する。
○ 「静岡県⾃転⾞仕様書」の取り扱い(廃⽌または参考資料化 等)については、令和8年度に確認・検討を⾏う。

静岡県自転車道等設計基準の見直しについて

https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/point.pdf
【出典】安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドライン ガイドライン概要説明資料抜粋

■静岡県⾃転⾞仕様書 ■⾃転⾞ガイドライン
および 道路構造令 【参考】⾃転⾞ガイドライン これまでの経緯（ガイドラインの改定等）

2012年2⽉ 改訂

2014年3⽉ 改訂

2018年3⽉ 改訂

2011年2⽉ 策定

2022年3⽉ 改訂

改正内容を反映

内容を反映 ⾃転⾞ガイドライン
2012年11⽉ 策定

改定内容を反映

⾃転⾞ガイドライン
2024年6⽉ 改定

廃止
※今後の取り扱いについては、
令和8年度に確認・検討を⾏う

〜これから〜
静岡県内の⾃転⾞道通⾏空間の整備は

⾃転⾞ガイドラインを基に実施

⾃転⾞ガイドライン
2016年7⽉ 改定

〜これまで〜
静岡県内の⾃転⾞道通⾏空間の整備は
静岡県⾃転⾞仕様書を基に実施

道路構造令の解説と運⽤
2019年3⽉ 改正
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